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実　刑
保護観察付執行猶予 保護観察

（少年院送致）

　犯罪や非行をした人が、地域の中で生活しながら、国家

公務員である保護監察官や地域ボランティアである保護司

の指導・助言を受け、立ち直りを図ろうとする制度です。

■有職者と無職者の再犯状況の比較（平成21年）

無職者の再犯率

34.2％

有職者の再犯率

7.4％
※法務省資料による

➡

ご存知ですか？　更生保護
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

◇更正保護とは

　犯罪や非行をした人のほとんどは、いずれは社会に帰って来ます。彼らが自らの過ちと真摯に向き合い

再び犯罪に手を染めないよう、その立ち直りを支える制度が『更正保護』です。

☆立ち直りを支える地域のチカラ

　更正保護の活動は、関係者だけではなく、多くの方々のチカラが必要です。皆さんのご協力をお願いし

ます。

 ＢＢＳ会 

　様々な問題を抱える少年と、兄や

姉のような身近な存在として接しな

がら、少年が健全に成長できるよう

支援し、犯罪や非行のない地域を目

指す青年ボランティアです。

 更正保護女性会 

　更正保護施設へのサポート活動、

子育て支援活動など、幅広い活動を

展開し、犯罪や非行の防止と罪を犯

した人の立ち直りを支援するボラン

ティア団体です。

 協力雇用主 

　保護観察中の人を前歴にこ

だわらず積極的に雇用するこ

とで、その立ち直りに協力す

る民間の事業者です。

問合先　宇都宮保護観察所　☎028－621－2271・市役所福祉トータルサポートセンター　☎21－2501

 更正保護施設 

　犯罪や非行をした人のうち、帰る場所

のない人たちに対して宿泊場所や食事の

提供、生活相談、就労支援、社会生活に

適応させるための指導を行っています。

犯してしまった罪をつぐない、社会の一員として立ち直ろうとするには、本人の強い意志や行政機

関の働き掛けのみならず、地域社会の理解と協力が不可欠です。我が国では、保護司、更生保護施設

を始めとする更生保護ボランティアと呼ばれる人たちの他、更生保護への理解と協力の下、関係機関・

団体との幅広い連携によって更生保護は推進されています。
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